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町田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

町田市国民健康保険条例（昭和３４年３月町田市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

第８条第２項中「障害者自立支援法（」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に、「第１条第３号」を「第１条の

２第３号」に改める。 

 第３８条第１項中「第２章」の次に「（第８条を除く。）」を、「第３章」の次に「（第

１４条を除く。）」を加える。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第８条第２項の改正規定は、平成

２５年４月１日から施行する。 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の町田市国

民健康保険条例の規定は、平成２５年１月１日から適用する。 



町田市国民健康保険条例新旧対照表 
＿部分は改正部分

改正後 改正前 

(結核・精神医療給付金) (結核・精神医療給付金) 
第 8条 略 第 8条 略 
2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律(平成 17年法律第 123号。以下「支
援法」という。)第 58条の規定による負担に
おいて医療(障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律施行令(平成
18年政令第 10号。以下「支援法施行令」と
いう。)第 1条の 2第 3号に規定する精神通
院医療に限る。)に関する給付を受ける場合
であって、支援法施行令第 35条第 1項第 3
号又は第 4 号に該当する者である場合に支
給する。 

2 精神医療給付金は、被保険者が障害者自立
支援法(平成 17 年法律第 123 号。以下「支
援法」という。)第 58条の規定による負担に
おいて医療(障害者自立支援法施行令(平成
18年政令第 10号。以下「支援法施行令」と
いう。)第 1条第 3号に規定する精神通院医
療に限る。)に関する給付を受ける場合で
あって、支援法施行令第 35条第 1項第 3号
又は第 4 号に該当する者である場合に支給
する。 

3～6 略  3～6 略   
(町田市行政手続条例の適用除外) (町田市行政手続条例の適用除外) 
第 38条 町田市行政手続条例(平成 8年 12月
町田市条例第30号)第3条に定めるもののほ
か、この章の規定による処分その他公権力の

行使に当たる行為については、同条例第 2
章(第 8条を除く。)及び第 3章(第 14条を除
く。)の規定は、適用しない。 

第 38条 町田市行政手続条例(平成 8年 12月
町田市条例第30号)第3条に定めるもののほ
か、この章の規定による処分その他公権力の

行使に当たる行為については、同条例第 2
章及び第 3章の規定は、適用しない。 

2 略  2 略 
 


